
注意事項  

 

１．候補者に関する事項  

 

（１） 候補者は、この証明書を新聞広告を掲載しようとす

る新聞社に提出して、申込みをすることにより、選挙

運動の期間中２回（この証明書１枚で１回）を限り、

掲載料候補者負担で新聞広告をすることができる。  

 

（２） 候補者の氏名欄には、その者について、当該選挙の

選挙長が認定した通称があるときは、その通称を記載

するものとする。  

 

２．新聞社に関する事項  

 

（１） この証明書により、候補者が掲載する新聞広告のス

ペースは、横９．６センチメートル縦２段組以内とす

る。  

（２） この証明書の提出を受けたときは、希望する日に広

告を掲載されたいこと。  

（３） 掲載する新聞広告は、記事下に限り、色刷は認めら

れないこと。  

（４） 広告掲載料は、候補者負担であること。  

 


